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〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

 
 
 
【相 談 日】 
【場　　所】 
【問 合 先】 

　人権問題や悩みごとなど、人権擁護委員が相
談に応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。 

６月１日（水） 午前１０時～午後３時 
福祉会館 
・福祉子ども課 
・岐阜地方法務局人権擁護課 
　蕁２４５‐３１８１ 

 
 
 
 
 
【日時・場所】 

【料　　金】 
 
 
 
【注意事項】 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　犬の飼い主には、「狂犬病予防法」により生後
９１日以上の犬の登録と、年１回の犬への予防注
射が義務付けられています。また、他市町村で登
録した犬でも引っ越しなどで笠松町に所在地が
変更になった場合、登録変更の手続きが必要です。 

 

 
・注射料金 ２,６００円 
・注射済票交付手数料 ５５０円 
・新規登録（未登録の方のみ） ３,０００円 
 
・登録済みの飼い主あてに、「狂犬病予防注射
問診票」の付いた狂犬病予防注射案内ハガキ
を通知します。問診票は事前に記入を済ませ、
注射当日は必ずハガキを持参してください。 
・町が実施する注射を受けられない場合には、
必ず動物病院で受けてください。 
・会場でのフンの後始末は飼い主の方が必ず
行ってください。 

環境経済課 

月日（曜） 

 

 

5月 

 

16日（月） 

 
 

17日（火） 

時　　間 

10：00～11：00 

13：00～13：40 

10：00～10：30 

11：00～11：40 

13：00～14：00

場　所 

役場（西駐車場） 

松枝公民館 

松枝公民館 

中央公民館 

下羽栗会館 

「人権擁護委員の日」 
特設人権相談所開設 

　産業の振興を目的に、町内で新たに事業所の

設置や設備投資をした場合に「産業振興支援

助成金」を交付しています。 

　制度の内容や申請方法など詳しくは、町ホー

ムページをご覧ください。 

【対象となる事業所】 

　次の①～⑥すべて満たす法人または個人。 

①町内に事業所を有する法人または個人（新た

に事業所を設置する場合を含む） 

②平成２９年１月１日までに投下固定資産を取得し、

１年以内に操業を開始した法人または個人（操

業開始とは事業所の設置、または償却資産な

どを実際の事業の用に供することをいいます） 

※投下固定資産の範囲 

　（１）操業開始前３年以内に取得した土地 

　（２）操業開始前１年以内に取得した建物 

　（３）操業開始前１年以内に取得した償却資産 

　　　（耐用年数５年未満のものは除く） 

③新設または増設しようとする投下固定資産の

総額が１千万円以上であること 

④町税などに未納がないこと 

⑤性風俗特殊営業など助成の対象とならない事

業を行っていないこと 

⑥事業を行うにあたり、法令や条例などに違反し

ていないこと 

【助成の期間】 

　操業開始後、初めて固定資産税が課税され

た年度を含めて３年間 

【助成金の額】 

　投下固定資産に対して課税された固定資産

税の納付相当額 

【申請・問合先】環境経済課 

狂犬病予防集合注射と犬の登録 笠松町産業振興支援制度 

平成28年5月1日■第1068号 


